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【第211-1-2】実質GDPとエネルギー効率の推移 

 

（注1） 「総合エネルギー統計」は、1990年度以降、数値について算出方法が変更されている。 

（注2） 1979年度以前のGDPは日本エネルギー経済研究所推計。 

資料:資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」、内閣府「国民経済計算」を基に作成 

 
コラム：日本のエネルギーバランス・フロー概要 

日本において、エネルギーがどのように供給、消費されているかについて、大きな流れを確認します。エネルギーは、生
産されてから使用されるまでの間に、様々な段階、経路を経ています。具体的には、石油・石炭・天然ガス等のエネルギー
が生産され、電気や石油製品等に形を変える発電・転換部門（発電所や石油精製工場等）を経て、私たちが最終的に消費す
るという流れになっています。この際、発電・転換部門で生じるロスも含めた全てのエネルギー量を「一次エネルギー供給」
といい、最終的に消費者が使うエネルギー量を「最終エネルギー消費」といいます。エネルギーが消費者に届くまでには発
電や輸送中のロス等が生じますが、一次エネルギー供給からこれらのロスを差し引いたものが最終エネルギー消費になりま
す。2022年度は、日本の一次エネルギー供給を100とすると、最終エネルギー消費は約65であり、約35が発電等の段階で損失
していることになりました。 

一次エネルギー供給は、石油や石炭、天然ガス、原子力、太陽光、風力等といったエネルギーの元々の形態ですが、最終
エネルギー消費では、その多くが電力や都市ガス、石油製品（ガソリン・灯油・重油等）等の形態に転換されています。一
次エネルギーごとにその流れを見ると、原子力や再生可能エネルギー（以下「再エネ」という。）等は、その多くが電力と
なって、消費されています。天然ガスについては、電力だけでなく、都市ガスへも転換され、消費されています。石油につ
いては、電力への転換の割合は比較的小さく、その殆どが石油精製の過程を経て、ガソリンや軽油等の輸送用燃料、灯油や
重油等の石油製品、石油化学原料用のナフサ等として消費されています。石炭については、電力及び製鉄に必要なコークス
用原料としての使用が大きな割合を占めています（第211-1-3）。 

 
【第211-1-3】日本のエネルギーバランス・フロー概要（2022年度） 
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2.家庭部門のエネルギー消費の動向 

家庭部門の最終エネルギー消費は、自家用自動車等の運輸関係を除く、家庭でのエネルギー消費が対象です。2022年度の
最終エネルギー消費全体に占める家庭部門の割合は、15.1%でした（第211-1-1参照）。 

家庭部門のエネルギー消費は、生活の利便性・快適性を追求する国民のライフスタイルの変化や、世帯数の増加等の影響
を受け、1973年度の家庭部門のエネルギー消費を100とすると、2005年度には221まで増加しました。その後、省エネ技術の
普及と国民の環境保護意識や省エネ意識の高まり等から、個人消費や世帯数の増加に反して、家庭部門のエネルギー消費は
低下傾向となっています（第212-2-1）。 

 
【第212-2-1】家庭部門のエネルギー消費と経済活動等の推移 

 
（注1） 1979年度以前の個人消費は日本エネルギー経済研究所推計。 

（注2） 「総合エネルギー統計」は、1990年度以降、数値の算出方法が変更されている。 

資料:資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」、総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」、内閣府「国民経済計算」、日本エネルギー

経済研究所「エネルギー・経済統計要覧」を基に作成 

 
家庭部門のエネルギー消費は、「世帯当たり消費量×世帯数」で表すことができます。そのため、世帯当たり消費量の増

減（原単位要因）及び世帯数の増減（世帯数要因）が、家庭部門のエネルギー消費の増減に影響を与えます。なお、世帯当
たり消費量は、エネルギー消費機器の保有状況やその効率、所得、エネルギー価格、世帯人員、省エネ行動等に左右される
だけでなく、短期的には気候の影響も大きく受けます。 

家庭部門のエネルギー消費は、1973年度から2005年度までに1,199PJ増加7しており、そのうち世帯数要因によるものは
735PJの増加寄与、原単位要因は464PJの増加寄与でした。この期間に世帯当たり消費量が増加した理由の1つとして、テレビ
やエアコン等の家電製品の普及が考えられます。一方、2005年度から2022年度までの間では514PJ減少8しており、そのうち
世帯数要因は340PJの増加寄与、原単位要因は854PJの減少寄与でした。省エネ性能の高い家電製品の普及や省エネへの取組
強化、世帯人員の減少等が、家庭部門のエネルギー消費を低下させました（第212-2-2、第212-2-3、第212-2-4）。 

 
【第212-2-2】家庭部門のエネルギー消費の要因分析 

 
（注1） 「総合エネルギー統計」は、1990年度以降、数値の算出方法が変更されている。 

（注2） 完全要因分析法で交絡項を均等配分している。 

資料:資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」、総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」、日本エネルギー経済研究所「エネルギー・

経済統計要覧」を基に作成 

 
【第212-2-3】家庭用のエネルギー消費機器の保有状況の推移 

 
7 第212-2-2の1973-2005年度の累計。四捨五入のため、グラフの数値の合計値と一致しないことがあります。 
8 第212-2-2の2005-2022年度の累計。四捨五入のため、グラフの数値の合計値と一致しないことがあります。 
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【第213-2-3】BWRとPWR 

 
資料：日本原子力文化財団「原子力・エネルギー図面集」を基に作成 

 
②核燃料サイクル 

核燃料サイクルは、原子力発電所から出る使用済燃料を再処理し、未使用のウランや新たに生まれたプルトニウム等の有
用資源を回収して、再び燃料として利用するものです。具体的には、再処理工場で回収されたプルトニウムを既存の原子力
発電所（軽水炉）で利用する「プルサーマル」が挙げられます。回収されたプルトニウムをウランと混ぜて加工される混合
酸化物燃料（MOX燃料）が、プルサーマルに使用されています。日本は、資源の有効利用や、高レベル放射性廃棄物の減容化・
有害度低減等の観点から、使用済燃料を再処理し、回収されるプルトニウム等を有効利用する核燃料サイクルの推進を基本
的方針としています（第213-2-4）。 

 
【第213-2-4】核燃料サイクル 

 

資料：日本原子力文化財団「原子力・エネルギー図面集」 

 
（ア）使用済燃料問題の解決に向けた取組 

日本では、原子力利用に伴い確実に発生する使用済燃料について、将来世代に負担を先送りしないよう、対策を総合的に
推進しており、高レベル放射性廃棄物についても、国が前面に立って、最終処分に向けた取組を進めています。使用済燃料
については、再処理工場への搬出を前提とし、その搬出までの間、各原子力発電所等において安全を確保しながら計画的に
貯蔵するための対策を進めており、引き続き、発電所の敷地内外を問わず、中間貯蔵施設や乾式貯蔵施設等の建設・活用を
進める等、使用済燃料の貯蔵能力の拡大に向けた取組を進めています。あわせて、将来の幅広い選択肢を確保するため、放
射性廃棄物の減容化・有害度低減等に向けた技術開発も進めています。 

 
（ⅰ）放射性廃棄物の処分 

原子力発電所で発生した低レベル放射性廃棄物の処分については、発生者責任に基づき、原子力事業者等が処分に向けた
取組を進めることとしています。放射能レベルに応じて、処分する深さや放射性物質の漏出を抑制するためのバリアの違い
により、人工構造物を設けない浅地中埋設処分（浅地中トレンチ処分）、コンクリートピットを設けた浅地中への処分（浅
地中ピット処分）、一般的な地下利用に対して十分な余裕を持った深度（地下70m以上）への処分（中深度処分）、地下300m
以上深い地層中への処分（地層処分）のいずれかの方法により処分することとしています（第213-2-5）。 
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【第213-2-5】放射性廃棄物の種類と概要 

 
資料：経済産業省作成 

 
各原子力施設の運転及び解体に伴い発生する低レベル放射性廃棄物の2022年3月末時点の保管量は、全国の原子力施設（原

子炉施設、加工施設、再処理施設、廃棄物埋設・管理施設、核燃料物質使用施設）において、容量200Lのドラム缶換算で約
118万本分となりました。また、使用済燃料プール、サイトバンカ、タンク等には、使用済制御棒、チャンネルボックス、使
用済樹脂、シュラウド取替により発生した放射性廃棄物の一部等が保管されています。日本原燃は、1992年12月に、青森県
六ヶ所村において、低レベル放射性廃棄物埋設施設の操業を開始し、2023年2月末時点で、約34万本のドラム缶を埋設処分し
ています。加えて、日本原子力研究所（現在の日本原子力研究開発機構。以下「JAEA」という。）の動力試験炉（JPDR）の
解体に伴い発生したものについては、茨城県東海村のJAEA敷地内の廃棄物埋設実地試験施設において、約1,670トンの浅地中
トレンチ処分が行われています。 

一方、発電によって発生した使用済燃料は、高レベル放射性廃棄物としてガラス固化され、冷却のために30年〜50年程度
貯蔵した後、地下300m以上深い地層に処分されます。国内ではJAEAの核燃料サイクル工学研究所の再処理施設において、国
外ではフランス・英国の再処理施設において、使用済燃料の再処理が行われてきました。再処理に伴って発生する高レベル
放射性廃棄物は、2023年3月末時点で、国内で処理されたものと海外から返還されたものをあわせて、計2,530本がガラス固
化体として国内（青森県六ヶ所村、茨城県東海村）で貯蔵されています。なお、同月末までに原子力発電の運転により生じ
た使用済燃料を、全て再処理しガラス固化体にした本数に換算すると、約2.7万本相当となります。 

この高レベル放射性廃棄物及び一部のTRU廃棄物26については、「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律（平成12年法
律第117号）」に基づき、地層処分を行うべく、原子力発電環境整備機構（NUMO）が、2002年から文献調査の受入自治体の公
募を開始しました。2015年5月には、この法律に基づく基本方針を改定（閣議決定）し、科学的に適性が高いと考えられる地
域を国から提示する等、国が前面に立って取組を進め、2017年7月の最終処分関係閣僚会議を経て、火山や断層等といった、
処分地の選定で考慮すべき科学的特性を全国地図の形で示した「科学的特性マップ」を公表しました。マップ公表後は、地
層処分という処分方法の仕組みや日本の地下環境等に関する国民の皆さまの理解を深めていただくため、マップを活用した
説明会を全国各地で実施する等、全国的な対話活動に取り組んでいます。また、2019年にとりまとめた「複数地域での文献
調査に向けた当面の取組方針」に沿って対話活動を進めていく中で、地層処分事業についてより深く知りたいと考える経済
団体、大学・教育関係者、NPO等のグループが、全国で約160団体（2023年1月末時点）に増えており、勉強会や情報発信等の
多様な取組が活発に行われてきています。 

その中で、2020年10月に立地選定の第1段階である文献調査に応募した北海道寿都町と、国からの文献調査の申入れを受
託した北海道神恵内村の2町村においては、同年11月より文献調査を開始し、2021年4月には両町村で「対話の場」を立ち上
げました。引き続き、この事業に関心を持つ全国のできるだけ多くの地域で、文献調査を通じて、対話の場等も活用しなが
ら、調査の進捗状況の説明や地域の将来ビジョンについての議論等を、積極的・継続的に積み重ねていきます。 

 
（ⅱ）使用済燃料の中間貯蔵 

使用済燃料の中間貯蔵とは、使用済燃料が再処理されるまでの間、一時的に貯蔵・管理することをいいます。日本では、
青森県むつ市において、使用済燃料を貯蔵・管理する法人であるリサイクル燃料貯蔵が、中間貯蔵施設1棟目に関して、2010
年8月に貯蔵建屋の建設工事に着手し、2013年8月に完成させました。2014年1月に、リサイクル燃料貯蔵は、新規制基準（2013
年12月施行）への適合性審査を原子力規制委員会に申請し、2020年11月に許可されました。安全審査の進捗を踏まえて、追
加工事の工程見直しが行われ、2024年1月時点では、2024年度上期の事業開始を念頭に、準備が進められています。 

 
（ⅲ）放射性廃棄物の減容化・有害度低減に向けた取組 

原子力利用に伴い発生する放射性廃棄物の問題は、世界共通の課題であり、将来世代に負担を先送りしないよう、その対
策を着実に進めていくことが不可欠です。高速炉は、マイナーアクチノイド等の長寿命核種を燃焼させることができる等、

 
26 使用済燃料の再処理工場やMOX燃料加工工場の操業・解体に伴う低レベル放射性廃棄物のうち、ウランより原子番号が大きい放射性核種（TRU核種：

Trans-uranium）を含み、発熱量が小さく長寿命の放射性廃棄物のこと。 
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放射性廃棄物の減容化・有害度の低減を可能とする有用な技術であり、フランスや米国、ロシア、中国等でも開発が進めら
れています。 

こうした中、日本はフランス及び米国と、二国間の国際協力を実施しています。フランスとは、2014年5月に安倍総理が訪
仏した際に、日本側の経済産業省と文部科学省、フランス側の原子力・代替エネルギー庁（CEA）が、フランスのナトリウム
冷却高速炉の実証炉開発計画である第4世代ナトリウム冷却高速炉実証炉（ASTRID）計画及びナトリウム冷却炉の開発に関す
る一般取決めに署名し、日仏間の研究開発協力を開始しました。その後、2019年6月には、2020年から2024年までの研究開発
協力の枠組みについて定めた新たな取決めを締結し、2020年1月からは、この取決めの下で、シミュレーションや実験に基づ
く協力を実施しています。米国とは、2019年6月に、米国が建設を検討するVTR（多目的試験炉）計画への研究協力に関する
覚書に署名し、安全に関する研究開発等を開始しました。 

また、多国間協力としては、高い安全性の実現を狙いとして、国際的な枠組みである第4世代原子力システムに関する国際
フォーラム（GIF）において、ナトリウム冷却高速炉に関する安全設計の基準の構築を進めると同時に、その基準を国際的な
標準とするべく、専門家間での議論を実施しています。 

 
（イ）核燃料サイクルの工程（プルサーマルの場合） 

原子力発電の燃料となるウランは、ウラン鉱石の形で鉱山から採掘されます。ウランは、様々な工程（製錬→転換→濃縮
→再転換→成型加工）を経て燃料集合体に加工された後、原子炉に装荷され、発電を行います。発電後には、使用済燃料を
再処理することにより、有用資源であるプルトニウム等を回収します。 

 
（ⅰ）製錬 

鉱山からウラン鉱石を採掘し、ウラン鉱石を化学処理してウラン（イエローケーキ、U3O8）を取り出す工程です。日本で
は、ウラン鉱石をカナダ、豪州、カザフスタン等から調達してきました。現在、この工程は日本国内で行われていません。 

 
（ⅱ）転換 

イエローケーキを、次の濃縮工程のためにガス状（UF6）にする工程です。日本では、この工程を海外にある転換会社に委
託してきました。 

 
（ⅲ）濃縮 

ウラン濃縮とは、核分裂性物質であるウラン235の濃縮度を、天然の状態の約0.7%から、軽水炉による原子力発電に適した
3%〜5%に高めることを意味します。 

日本では、日本原燃が、青森県六ヶ所村のウラン濃縮施設において、遠心分離法という濃縮技術を採用しました。日本原
燃は、1992年3月から年間150トンSWU27の規模で操業を開始し、1998年末には年間1,050トンSWU規模に到達しました。その後、
遠心分離機を順次新型機へと更新するため、2010年3月から、導入初期分である年間75トンSWUの更新工事を行いました。2014
年1月、日本原燃は、ウラン濃縮工場の新規制基準（2013年12月施行）への適合性審査を原子力規制委員会に申請しました。
2017年5月に審査が完了し、事業変更許可を得ました。その後、同年9月に、安全性向上工事等のために自主的に生産活動を
停止しましたが、2023年8月に生産活動を再開しました。なお、現在許可されている施設規模は年間450トンSWUとなっていま
すが、今後は段階的に新型遠心分離機への更新工事等を行い、最終的には年間1,500トンSWU規模を達成する計画です。 

 
（ⅳ）再転換 

次の成型加工工程のために、UF6をパウダー状のUO2にする工程です。日本では、三菱原子燃料（茨城県東海村）のみが再転
換事業を行っており、それ以外については、海外の再転換工場に委託してきました。 

 
（ⅴ）成型加工 

パウダー状のUO2を焼き固めたペレットにした後、燃料集合体に加工する工程です。日本では、この工程の大半を国内の成
型加工工場で行ってきました。 

 
（ⅵ）再処理 

使用済燃料の再処理とは、原子力発電所で発生した使用済燃料から、まだ燃料として使うことのできるウランと新たに生
成されたプルトニウムを取り出すことをいいます。 

青森県六ヶ所村に建設中の日本原燃再処理事業所再処理施設（年間最大処理能力：800トン）では、2006年3月から実際の
使用済燃料を用いた最終試験であるアクティブ試験を実施してきました。使用済燃料からプルトニウム・ウランを抽出する
工程等の試験が完了した後も、高レベル放射性廃液をガラス固化する工程の確立に時間を要していましたが、安定運転に向
けた最終段階の試験を実施し、最大処理能力での性能確認等を行い、2013年5月に使用前事業者検査を除く全ての試験を終了
しました。2014年1月、日本原燃は、六ヶ所再処理工場の新規制基準（2013年12月施行）への適合性審査を原子力規制委員会
に申請し、2020年7月に許可されました。2023年12月末時点では、2024年度上期のできるだけ早期の竣工に向けて、最終的な
安全機能や機器設備の性能を確認しています。 

 
（ⅶ）MOX燃料加工 

MOX燃料加工は、再処理工場で回収されたプルトニウムをウランと混ぜて、プルサーマルに使用される「MOX燃料」に加工
することをいいます。 

日本では、日本原燃が、2010年10月に青森県六ヶ所村において、MOX燃料工場の建設に着手しました。2014年1月、日本原

 
27 SWU（Separative Work Unit=分離作業量）は、ウランを濃縮する際に必要となる仕事量を表す単位です。例えば、濃度約0.7%の天然ウランから約3%に濃

縮されたウランを1kg生成するためには、約4.3kgSWUの分離作業量が必要です。 
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燃は、MOX燃料工場の新規制基準（2013年12月施行）への適合性審査を原子力規制委員会に申請し、2020年12月に許可されま
した。2023年12月末時点では、2024年度上期の竣工を目指し建設工事を進めています。 

 
（ⅷ）プルトニウムの適切な管理と利用 

日本は、プルトニウム利用の透明性向上のため、1994年から毎年「我が国のプルトニウム管理状況」を公表しています。
また、1998年からは、プルトニウム管理に関する指針に基づき、国際原子力機関（以下「IAEA」という。）を通じて、日本
のプルトニウム保有量を公表しています。その上で、「利用目的のないプルトニウムは持たない」との原則を引き続き堅持
し、プルトニウム保有量の削減に取り組む方針としており、再処理によって回収されたプルトニウムを既存の原子力発電所
（軽水炉）で利用するプルサーマルに取り組んでいます。 

電気事業連合会は、2020年12月、基本的なプルサーマル導入の方針を示す「プルサーマル計画」を公表し、地元理解を前
提に、稼働する全ての原子炉を対象に1基でも多くプルサーマル導入を検討するとともに、当面の目標として、2030年度まで
に少なくとも12基でのプルサーマルの実施を目指す旨を表明しました。2023年2月、電気事業連合会は、より具体的なプルト
ニウムの利用見通しを示す「プルトニウム利用計画」も公表しました。 

これらを踏まえ、再処理事業の実施主体である使用済燃料再処理機構（NuRO）が中期計画を策定し、2021年3月に、経済産
業省が原子力委員会の意見も聴取した上でこれを認可し、プルトニウムバランスの確保に向けた具体的な取組方針が示され
ました。その後、2023年2月に公表された日本原燃による六ヶ所再処理施設及びMOX燃料加工施設の暫定操業計画や、電気事
業者によるプルトニウム利用計画を踏まえ、使用済燃料再処理機構は、同年3月、具体的な再処理量等を中期計画に記載し、
経済産業大臣に対して変更の認可申請を行いました。原子力委員会の意見を踏まえ、同月中に経済産業大臣はこの変更を認
可しました。 

また、プルトニウム利用に関する日米の取組として、2014年3月、日米両国は、JAEAの高速炉臨界実験装置（以下「FCA」
という。）から高濃縮ウランと分離プルトニウムを全量撤去し処分することで合意しました。両国の声明では、「この取組
は、数百キロの核物質の撤廃を含んでおり、世界規模で高濃縮ウラン及び分離プルトニウムの保有量を最小化するという共
通の目標を推し進めるものであり、これはそのような核物質を権限のない者や犯罪者、テロリストらが入手することを防ぐ
のに役立つ」と説明しました。また、同月にオランダ・ハーグで開催された第3回核セキュリティ・サミットにおいては、安
倍総理が「利用目的のないプルトニウムは持たない」との原則を引き続き堅持する旨を表明するとともに、プルトニウムの
回収と利用のバランスを十分に考慮すること、プルトニウムの適切な管理を引き続き徹底することを表明しました。また、
日米首脳間の共同声明では、JAEAのFCAから高濃縮ウランとプルトニウムを全量撤去することを表明しました。2016年4月に
は、米国・ワシントンD.C.で開催された第4回核セキュリティ・サミットにおいて、安倍総理は、FCAからの燃料撤去を大幅
に前倒しして完了させたこと、高濃縮ウラン燃料を利用している京都大学臨界集合体実験装置（KUCA）を低濃縮ウラン燃料
利用の原子炉に転換し、全ての高濃縮ウラン燃料を米国に移送すること等を発表しました。これについては、2022年8月に完
了しました。 

 
③原子力施設の廃止措置 

廃止が決定された原子力発電所の廃止措置は、事業者が作成し、原子力規制委員会の認可を受けた廃止措置計画に基づき
実施されます。廃止措置の主な手順としては、原子炉の解体を中心として4つのステップがあります（第213-2-6）。 

使用済燃料の搬出に加え、放射性物質を多く含むものについては、放射線を出す能力が徐々に減る性質を利用して、時間
を置いてその量を減らしたり（安全貯蔵）、一部の放射性物質を先に取り除いたり（汚染の除去）して、規制に基づき解体
を進め、丁寧に放射性物質を取り除いていきます。 

 
【第213-2-6】原子力発電所廃止措置の流れ 

 
資料：経済産業省作成 
 

日本の原子力利用の開始から既に半世紀以上が経過し、一部の原子力施設では施設の廃止や解体が行われ、安全確保の実
績も積み上げられてきました。一方、これらの経験を踏まえ、安全確保のための制度上の手続面の明確化や、原子力施設の
廃止や解体に伴って発生する様々な種類の廃棄物等から、放射性物質として管理する必要のあるものと、汚染レベルが自然
界における放射性物質の放射線レベルと比べても極めて低く、管理すべき放射性物質として扱う必要のないものを区分する
ための制度（クリアランス制度）の創設が必要とされていました。こうした状況を踏まえ、2005年5月に「核原料物質、核燃
料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和32年法律第166号）」を改正して、廃止措置及びクリアランス制度等の導入が行
われました。 

原子力発電所の廃止措置に伴い発生する廃棄物の総量は、110万kW級の軽水炉の場合、約50万トンとなり、これらの廃棄物
を適正に処分していくことが重要です。運転中・解体中に発生する廃棄物の中には、安全上「放射性物質として扱う必要の
ないもの」も含まれています。これらは、放射能を測定して安全であることを確認し、国のチェックを受けた後、再利用で
きるものはリサイクルし、できないものは産業廃棄物として処分することとしています。各電力会社が2020年4月時点で公表
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している「廃止措置実施方針」によると、国によるチェックの後、放射性廃棄物として適切に処理処分する必要がある低レ
ベル放射性廃棄物の量は、51プラント合計で約48万トン（総廃棄物重量の約2%）と試算されています。このうち、炉内構造
物等の「放射能レベルの比較的高いもの」が約0.8万トン（総廃棄物重量の約0.04%）、コンクリートピットを設けた浅地中
への処分が可能な「放射能レベルの比較的低いもの」が約8万トン（総廃棄物重量の約0.3%）、堀削した土壌中への埋設処分
（浅地中トレンチ処分）が可能な「放射能レベルの極めて低いもの」が約40万トン（総廃棄物重量の約1.8%）とされていま
す。 

日本では、1998年に日本原子力発電東海発電所が営業運転を停止し、廃止措置段階に入っており、試験研究炉では、日本
原子力研究所（現在のJAEA）の動力試験炉（JPDR）の解体撤去が、1996年3月に計画どおり完了し、2002年10月に廃止届が届
けられました。研究開発段階にある発電用原子炉では、2003年に運転を終了したJAEAの新型転換炉ふげん発電所の廃止措置
計画の認可が、2008年2月に行われました。同発電所は、原子炉廃止措置研究開発センターに改組され、廃止措置のための技
術開発が進められてきました。 

また、2009年1月に、中部電力は浜岡原子力発電所1、2号機を廃止し、同年11月に廃止措置計画が認可されました。2011年
3月に発生した東日本大震災による東京電力福島第一原子力発電所事故後は、同発電所1〜6号機が廃止となる等、2023年3月
時点で、各事業者の判断により24基の商業用原子力発電所の廃炉が決定されています。 

 
（2）再生可能エネルギー 
①全般 

再エネは、化石エネルギー以外のエネルギー源のうち、永続的に利用できるものを用いたエネルギーであり、太陽光、風
力、水力、地熱、バイオマス等が挙げられます。 

日本の再エネの導入拡大に向けた取組は、「石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律（昭和55年法律第71
号）」に基づく石油代替政策に端を発しています。1970年代の二度のオイルショックを契機に、日本は石油から石炭、天然
ガス、原子力、再エネ等の石油代替エネルギーへのシフトを進めました。 

石油代替エネルギーの技術開発として、1974年に、通商産業省工業技術院（現在の産業技術総合研究所（AIST））が、「サ
ンシャイン計画」を開始しました。この計画は、将来的にエネルギー需要の相当部分を賄いうるエネルギーの供給を目標に、
太陽、地熱、石炭、水素エネルギーの4つの技術について、重点的に研究開発を進めるものでした。また、1980年に設立され
た新エネルギー総合開発機構（現在の新エネルギー・産業技術総合開発機構。以下「NEDO」という。）においても、石炭液
化技術、地熱開発のための探査・掘削技術、太陽光発電技術等の開発が推進されました。その後、1993年に「サンシャイン
計画」は、「ムーンライト計画」と統合され、「ニューサンシャイン計画28」として再スタートすることとなりました。 

さらに、石油代替エネルギーのうち、経済性における制約から普及が十分でない新エネルギーの普及促進を目的として、
1997年に「新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法（平成9年法律第37号）」が制定されました。この法律は、国や地
方公共団体、事業者、国民等の各主体の役割を明確化する基本方針の策定や、新エネルギー利用等を行う事業者に対する財
政面の支援措置等を定めたものです。 

これらの取組の結果、日本の一次エネルギー供給に占める石油の割合は、1973年度の75.5%から大きく低下し、近年では
40%以下の水準となっています。しかし、天然ガス・石炭も含めた化石エネルギー全体としての割合は、依然として80%以上
を占めています。 

こうした中、世界のエネルギー需要の急増等を背景に、今後は従来どおりの質・量の化石エネルギーを安定的に確保して
いくことが困難になることが懸念されています。2009年7月には、このような事態への対応力を強化するとともに、気候変動
対策を進めていく観点から、「石油依存からの脱却を図る」というこれまでの石油代替政策について、抜本的な見直しが行
われました。この結果、研究開発や導入を促進する対象を「石油代替エネルギー」から、再エネや原子力等の「非化石エネ
ルギー」とすることを骨子とした「石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律」の改正が行われ、法律の名称
も「非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律」に改められました。あわせて「エネルギー供給事業者による非
化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律（平成21年法律第72号）」（以下「高度
化法」という。）も制定され、エネルギー供給事業者に対して、再エネ等の非化石エネルギーの利用を一層促進する枠組み
が構築されました。 

2003年からは、「電気事業者による新エネルギー電気等の利用に関する特別措置法（平成14年法律第62号）」に基づき、
RPS制度29を開始し、電気分野における再エネの導入拡大を進めました。2012年7月からは、RPS制度に代えて、固定価格買取
制度（以下「FIT制度30」という。）を導入しました。これにより、再エネに対する投資回収の見込みが安定したこともあり、
FIT制度の開始から2021年度末までに運転を開始した再エネ発電設備は、制度開始前と比較して、約3.3倍に増加しました。
その後も、2022年4月からは、事業者の投資予見可能性を確保しつつ、市場を意識した行動を促す目的で、FIT制度に加えて、
FIP制度31が新たに導入される等、再エネの最大限の導入に向けた取組が進んでいます。 

 
②太陽光発電 

太陽光発電は、シリコン半導体等に光が当たると電気が発生する現象を利用し、太陽の光エネルギーを太陽電池（半導体
素子）により電気に変換する発電方法です。日本では着実に導入量が伸びており、2022年度末の導入量は、7,394万kWに達し
ました。企業による技術開発や導入量の増加により、設備コストも年々低下しています（第213-2-7）。 

太陽電池の国内出荷量は、住宅用太陽光発電設備に対する政府の補助制度が一時打ち切られた2005年度をピークに横ばい
が続いていましたが、2009年1月に補助制度が再度導入されて設置費用が低減したことや、2009年11月に太陽光発電の余剰電

 
28 「ニューサンシャイン計画」は、従来独立して推進されていた新エネルギー、省エネ及び地球環境の3分野に関する技術開発を総合的に推進するもので

したが、その後、2001年の中央省庁再編に伴い、「ニューサンシャイン計画」の研究開発テーマは、以降「研究開発プログラム方式」によって実施され

ることとなりました。 
29 RPS：Renewables Portfolio Standardの略で、電気事業者に毎年度、一定量以上の再エネの発電や調達を義務づける制度。 
30 FIT：Feed-in Tariffの略で、再エネで発電した電気を、電力会社が一定価格で一定期間買い取ることを国が約束する制度。 
31 FIP：Feed-in Premiumの略で、発電事業者が卸電力取引市場等で売電した時、その売電価格に対して一定のプレミアムを交付する制度。 
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【第213-2-26】未利用エネルギーの活用概念 

 
 

 

3.エネルギーの高度利用 

（1）次世代自動車 
次世代自動車には、燃料電池自動車（FCV）、電気自動車（EV）、ハイブリッド自動車（HV）等があります。2021年1月に

菅総理は、脱炭素社会の実現に向け、2035年までに新車販売における電動車37100%の実現を表明しました。日本の運輸部門に
おけるエネルギー消費の大半は、ガソリンや軽油の使用を前提とする自動車によるものであり、これらの燃料の消費を抑制
する次世代自動車の導入は、気候変動対策等の観点から非常に重要です。次世代自動車の導入に当たっては、価格面を中心
に様々な課題がありますが、いわゆるエコカー補助金・減税等の効果もあり、ハイブリッド自動車を中心に普及が拡大して
います。 

2022年度末時点の日本における次世代自動車の保有台数は、ハイブリッド自動車（プラグインハイブリッド自動車を含ま
ない）が1,175.7万台、プラグインハイブリッド自動車が20.8万台、電気自動車が16.5万台となりました（第213-3-1）。 

 
【第213-3-1】次世代自動車の保有台数の推移 

 
（注） 「ハイブリッド自動車」には、プラグインハイブリッド自動車を含まない。 

資料:自動車検査登録情報協会「自動車保有車両数」を基に作成 

 
（2）燃料電池 

燃料電池は、水素と酸素を化学的に反応させて電気を発生させる装置です。燃料となる水素は多様なエネルギー源から
様々な方法で製造可能なこと、発電効率が30%～60%38と高いこと、発電過程においてCO2や窒素酸化物、硫黄酸化物を排出せ
ず、環境性に優れること等から、エネルギー安定供給の確保の観点のみならず、気候変動対策の観点からも重要なエネルギ
ーシステムであると考えられます（第213-3-2）。 

日本では、世界に先駆けて2009年から一般消費者向けの家庭用燃料電池の本格的な販売が行われており、2022年度末まで
に44.0万台が導入されています（第213-3-3）。 

 
 

 
37 電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、ハイブリッド自動車、燃料電池自動車のこと。 
38 反応時に生じる熱を活用し、コージェネレーションシステム（熱電併給システム）として利用した場合には、総合効率が90%以上になります。 
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【第213-3-2】燃料電池の原理 

 
 

【第213-3-3】家庭用燃料電池の累計導入台数の推移 

 
資料:コージェネレーション・エネルギー高度利用センター「コージェネ導入実績報告」を基に作成 

 
（3）ヒートポンプ 

ヒートポンプは、冷媒を強制的に膨張・蒸発、圧縮・凝縮させながら循環させ、熱交換を行うことにより、水や空気等の
低温の物体から熱を吸収し、高温部へ汲み上げるシステムです。エネルギー利用効率が非常に高く、主に民生部門でのCO2排
出削減に大きく貢献することが期待されています39（第213-3-4）。 

日本において、ヒートポンプは、家庭用エアコンに多く導入されていますが、給湯機器や冷蔵・冷凍庫等にも使用されて
います。また、高効率で大規模施設にも対応できるヒートポンプは、オフィスビルの空調や病院・ホテルの給湯等に利用さ
れており、今後は工場や農場等での普及拡大が期待されています。 

 
【第213-3-4】ヒートポンプ（CO2冷媒）の原理 

 
資料:日本原子力文化財団「原子力・エネルギー図面集2016」 

 
39 欧米では、ヒートポンプによる熱利用を再エネとして評価する動きもあります。 
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（注1） 2015年度以前のデータは10電力計。ただし、1988年度以前のデータには沖縄電力が含まれていない。 

（注2） 2016年度以降のデータは一般送配電事業者計。 

資料:2015年度以前のデータは電気事業連合会「電気事業のデータベース」、2016年度以降のデータは電力広域的運営推進機関「電気の質に関する報告書」

を基に作成 

 
（3）価格の動向 

電気料金は、1970年代の二度のオイルショックの際、石油火力による発電が中心だったこともあり急上昇しましたが、そ
の後は低下傾向となりました。2011年度以降は、原子力発電所の稼動停止や燃料価格の高騰等に伴って、火力発電の費用が
増加したこと等により、再び電気料金が上昇しました。その後は、燃料価格の変動等により、電気料金も変動を繰り返して
います。2022年度は、燃料価格の高騰に伴って電気料金が大きく上昇し、電灯・電力の平均で、前年度から約4割増となりま
した（第214-1-8）。 

 
【第214-1-8】電気料金の推移 

 

（注1） 2015年度以前のデータは旧一般電気事業者10社が対象。2017年度以降のデータは全電気事業者が対象。2016年度については両方を対象としたデー

タをそれぞれグラフ内に記載している。 

（注2） 「電灯料金」は、主に家庭部門における電気料金の平均単価。「電力料金」は、各時点における自由化対象需要分を含み、主に工場・オフィス等

における電気料金の平均単価。平均単価とは、電灯料収入・電力料収入（円）を電灯・電力の販売電力量（kWh）でそれぞれ除したもの。 

（注3） 再エネ賦課金は含まない。 

資料:電力・ガス取引監視等委員会「電力取引の状況（電力取引報結果）」、電気事業連合会「電力需要実績」、「電気事業便覧」を基に作成 

 
（4）電力小売全面自由化の動向 

電力小売事業は、2016年度から全面自由化されています。電力の小売自由化は、2000年より始まっており、その後、自由
化の対象が、大規模工場やデパート等から中小規模工場や中小ビル等へと拡大しました。そして、2016年度からは、家庭や
商店等も電力会社を自由に選べるようになりました。 

2016年4月末時点での登録小売電気事業者数は291でしたが、2023年11月時点では700以上にまで増加しました。また、旧
一般電気事業者を除く登録小売電気事業者及び特定送配電事業者（以下「新電力」という。）による販売電力量のシェアは、
ピークであった2021年8月の22.6%から、2022年の電力価格高騰を契機に低下し、2023年11月時点で15.9%となっています（第
214-1-9）。 

また、電力契約の供給者変更（スイッチング）の申込件数は、2016年4月末時点では約82万件でしたが、2024年2月末時点
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（注） 2021年11月以降は、再エネ価値取引市場に名称変更。 

資料：日本卸電力取引所「市場情報」を基に作成 

 

2.ガス 

（1）全体 
日本におけるガス事業の形態として、2016年度までは「ガス事業法（昭和29年法律第51号）」で規制されていた①一般ガ

ス事業、②ガス導管事業、③大口ガス事業（この3事業のことを以下「都市ガス事業」という。）、④簡易ガス事業が存在し
ていました。その後、都市ガス小売全面自由化を踏まえたガス事業法の改正により、都市ガス事業は、2017年度から事業類
型が変更されています。また、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（昭和42年法律第149号）」で規
制されている⑤液化石油ガス販売事業（以下「LPガス販売事業」という。）もあります（第214-2-1）。 

 
【第214-2-1】ガス事業の主な形態 

 
資料：経済産業省作成 

 
（2）都市ガス事業 
①消費の動向 
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開始

・2007～2016年度

事業区分 製造方式 供給形態 適用法令

一般
ガス事業

液化天然ガス（LNG）やLP
ガスなどから、大規模な設
備を用いてガスを製造。

供給区域を設定し、効率的な導管網を整備する
ことにより、その規模の経済性を発揮しつつ、一
般の需要に応じてガスを供給。

ガス
導管事業

規定なし

国産天然ガス事業者や電気事業者など、一般ガ
ス事業者以外の主体が一定規模以上の供給能
力を有する導管を保有または運営し、大口供給
や卸供給を行う。

大口
ガス事業

規定なし

一般ガス事業者、簡易ガス事業者、ガス導管事
業者以外の主体が大口供給（年間契約使用量

10万m3以上のガス供給）を行う。

簡易
ガス事業

LPガスボンベを集中するな
どの簡易な設備によってガ
スを製造。

一定規模（70戸以上）の団地等に供給地点を設
定し、一般の需要に応じて簡易なガス発生設備
においてガスを発生させ、導管により供給。

LPガス
販売事業

LPガスのボンベ等を集中ま
たは個別に設置してガスを
製造。

戸別のボンベ配送等による供給、または一団地
（69戸以下）に簡易なガス発生設備を通じて発生
したガスを導管で供給。

液化石油ガスの
保安の確保及び
取引の適正化に
関する法律

・2017年度以降
事業区分 適用法令

ガス製造
事業（ＬＮ
Ｇ基地事
業）

一般ガス
導管事業

特定ガス
導管事業

ガス小売
事業

LPガス
販売事業

液化石油ガスの
保安の確保及び
取引の適正化に
関する法律

戸別のボンベ配送等による供給、または一団地（69戸以下）に簡易なガス発
生設備を通じて発生したガスを導管で供給する事業。

ガス事業法

ガス事業法

事業形態

自らが維持・運用する液化ガス貯蔵設備（LNGタンク）等を用いて、ガスを製造
する事業。

自らが維持・運用する導管を用いて、その供給区域において託送供給を行う
事業。

自らが維持・運用し一定の要件を満たす中高圧の導管を用いて、特定の供給
地点において託送供給を行う事業。

小売供給を行う事業。
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【第221-1-2】1人当たりの名目GDPと一次エネルギー消費量（2022年） 

 

資料:Energy Institute「Statistical Review of World Energy 2023」、世界銀行「World Bank Open data」を基に作成 

 

次に、世界のエネルギー消費の推移を、エネルギー源別に確認します。石油は、今日まで世界のエネルギー消費の中心と
なってきました。発電用を中心に、他のエネルギー源への転換も進みましたが、堅調な輸送用燃料消費に支えられ、石油消
費は1965年から2022年にかけて年平均1.9%で増加し、2022年もエネルギー消費全体で最大のシェア（31.6%）を占めています。 

石炭は、同じ期間に年平均1.8%で増加しました。特に2000年代に、経済成長が著しく、安価な発電用燃料を求めるアジア
を中心に消費が拡大しました。しかし近年では、気候変動問題への対応等の影響により、石炭消費は伸び悩んでいます。2022
年の石炭のシェアは26.7%でした。 

天然ガスは、同じ期間に石油と石炭以上に消費が伸び、年平均3.1%で増加しました。天然ガスは、気候変動問題への対応
が強く求められる先進国を中心に、発電用や都市ガス用の消費が増加しました。2022年の天然ガスのシェアは23.5%でした。 

2022年時点のシェアは7.5%と、エネルギー消費全体に占める割合はまだ大きくありませんが、気候変動問題への対応や設
備価格の低下等を背景に、近年急速に伸びているのが、風力、太陽光等の他再生可能エネルギーです。今後も気候変動対策
の進展等に伴い、再エネのシェア拡大が予想されています。2015年12月に開催されたCOP21（国連気候変動枠組条約第21回締
約国会議）においては、2020年以降、全ての国が参加する公平で実効的な国際枠組みである「パリ協定」が採択され、産業
革命前と比べた気温上昇を2℃より低く抑えること、さらに1.5℃までに抑えるよう努力することが盛り込まれました。その
後、各国においてパリ協定の締結が順調に進み、2016年11月に発効しました。また、2018年に開催されたCOP24では、2020年
以降のパリ協定の本格運用に向け、パリ協定の実施指針が採択されました。パリ協定の発効、実施指針の採択は、多くの国
が気候変動問題に対して積極的に取り組んでいることを示す象徴的な出来事といえます。気候変動問題への対応は、エネル
ギーの選択に大きな影響を及ぼすため、今後もその動向を注視していく必要があります（第221-1-3）。 
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（注） 数値はWTIの価格。 

資料:Energy Institute「Statistical Review of World Energy 2023」を基に作成 
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資料:Argus Media Group「Statistical Review of Global LPG 2023」を基に作成 

 

前述のとおり、世界のLPガス市場は大きく3地域（米州、欧州、アジア）に分割されており、かつては基本的に、各地域内
で貿易取引が行われていました。しかし、1999年を境に、それまでは供給余剰であったアジア市場が一転して供給不足状態
となり、大西洋地域からLPガスが流入するようになりました。近年では、特に米国からアジアや欧州への輸出が増加してい
ます。米国のシェールガス田由来のLPガス生産の増加、2016年のパナマ運河拡張等が大きな要因となっています。 
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（注） 褐炭を除く。300万トン以上のフローを記載。 

資料:IEA「Coal Information 2023」及び貿易統計等を基に推計 

 
⑤価格の動向 

石炭価格は、世界の需給動向を反映して変動していますが、2000年代半ばから変動幅が大きくなりました。一般的に日本
の石炭輸入価格は、長期契約をベースに、国際的な市場価格（スポット価格）の動向を勘案して決定されます。 

日本の豪州産一般炭の輸入CIF価格（年平均）は、2000年代半ばから、アジア等での需要拡大や生産国における供給障害等
を背景に上昇し、2011年には140ドル/トン（以下「ドル」という。）を超える高値を記録しました。その後、輸出国で供給
力の拡大が進んだ一方で、需要の伸びが鈍化したことから供給過剰となり、価格は下落傾向となりました。その後、2017年
に価格は上昇に転じましたが、2019年には需給の緩みを背景に再び低下し、2020年は新型コロナ禍の影響で需要が減少した
ことにより、価格はさらに低下しました。2022年は、ロシアによるウクライナ侵略や供給国での豪雨等により国際市場価格
が高騰したことから、価格は332ドルまで高騰しました。2023年は、暖冬による需要の減少や供給国における生産の回復等も
あり、価格は下落して253ドルとなっています。 

原料炭の価格も、2000年代半ば以降、急激な変動を見せています。日本の豪州産原料炭（強粘結炭）の輸入CIF価格（年平
均）は、2011年に需要が増加する中、供給側の豪州・クイーンズランド州を記録的な豪雨が襲い、生産や出荷が滞ったこと
等を背景に上昇し、当時の最高値となる282ドルを記録しました。その後、欧州の経済不安や、中国、インドの経済成長の減
速等を背景に供給過剰となり、価格は下落が続きましたが、2017年には中国の輸入増加等を背景に、200ドル超まで上昇しま
した。その後、2020年には一般炭と同様に、新型コロナ禍の影響で価格は低下しました。2022年の価格は、ロシアによるウ
クライナ侵略や供給国での豪雨等により国際市場価格が高騰したことから、352ドルまで高騰しました。その後は需給が緩和
したため、2023年の価格はやや下落して293ドルとなっています（第222-1-39）。 

 

【第222-1-39】日本の豪州炭輸入CIF価格の推移 
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（注） 2022年までのデータは確定値。 

資料:財務省「日本貿易統計」を基に作成 

 

日本の石炭輸入価格に影響を与える国際市場価格も、近年は大きく変動しています。豪州一般炭のスポット価格（豪州の
ニューキャッスル港出し一般炭価格（月平均））は、2016年初頭に50ドルを割り込みましたが、その後は上昇し、同年末頃
には一時100ドル超まで高騰しました。中国の石炭需要が増加に転じると同時に、中国政府が国内の石炭生産を政策的に抑制
したこと等により中国国内の石炭需給がタイトになり、中国による輸入が増加したことに加え、輸出国において、長引く価
格低迷により不採算炭鉱の閉山や休山が進んでいたこと等が高騰の要因として挙げられます。その後、中国の生産調整の緩
和等により、価格は一時低下しましたが、インドの輸入増加等もあり、2018年には一時120ドル付近まで上昇しました。その
後は、主要な需要国での輸入が停滞したことから、価格は下落しました。2020年には、新型コロナ禍による石炭需要の落ち
込みから、同年8月には50ドル付近まで価格が下落しました。その後は、需要回復に伴って価格も持ち直し、2021年に入って
からも上昇しました。2022年1月には、需要期の冬期であることに加えて、インドネシアが国内の発電用石炭の不足を受け
て、石炭輸出を一時禁止したことも重なり、価格は200ドル近くまで上昇していました。そうした中、同年2月にロシアがウ
クライナに侵略したことで、同年4月にはEUと日本がロシア炭の禁輸を発表し、加えて同年7月には豪州・ニューサウスウェ
ールズ州での大雨の影響もあり、同年9月には価格が430ドルを上回るまでに急騰しました。その後は下落し、2023年12月時
点では142ドルとなっています。 

また、豪州高品位原料炭の輸出価格（四半期平均価格）も、概ね一般炭と同様の理由により大きく変動しています。2016
年第1四半期には80ドルを割り込んでいましたが、一般炭と同様の要因により、同年第4四半期には200ドル近くまで上昇しま
した。その後は、2019年第3四半期にかけて、価格は170～200ドル付近の水準で推移しました。その後、中国等の需要国の輸
入が停滞したことで価格は下落し、さらに新型コロナ禍の影響も重なって、2020年第3四半期には100ドル付近まで下落しま
した。2021年に入り、中国国内の市場動向等の影響で原料炭価格は上昇し、同年第4四半期には300ドル以上にまで急騰しま
した。そうした中、2022年2月にロシアによるウクライナ侵略が発生したことによって価格はさらに上昇し、同年第2四半期
には450ドル近い価格となりました。その後の価格は下落基調となり、2023年第4四半期では256ドルとなっています（第222-
1-40）。 

 

【第222-1-40】豪州一般炭・高品位原料炭価格の推移 
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に対して運転期間延長の認可を発給しました。 
また、2005年8月に成立した、原子力発電所の新規建設を支援するプログラムを含む「2005年エネルギー政策法」に基づ

き、建設遅延に対する補償、発電量に応じた一定の税額控除、政府による融資保証制度が整備されました。こうしたインセ
ンティブの導入を踏まえ、2007年以降、原子力発電所の新規建設に向けて、計19件の建設･運転一体認可申請がNRCに提出さ
れました（2024年3月時点で認可8件、審査一時停止2件、申請取下げ8件、申請却下1件）。 

東京電力福島第一原子力発電所事故直後の2011年3月14日、米国のエネルギー省（以下「DOE」という。）は、前月に発表
した原子力発電所の新設支援のための融資保証枠は変更しないと発表し、原子力政策の維持を表明しました。その後、2013
年には、ボーグル3、4号機の建設が開始されました。これは、米国内で約35年ぶりとなる原子力発電所の新規着工でした。
原子力発電を重視する姿勢は、2017年1月のトランプ大統領の就任後も変わりなく、同年9月には、建設費用の増加が見込ま
れるボーグル3、4号機に対し、DOEが建設継続のために追加融資保証の適用を提案しました。また、2021年1月に発足したバ
イデン政権も、気候変動対策の観点から原子力を重視する方針を示しています。その後、当初予定よりも大幅に遅延したも
のの、2023年7月にボーグル3号機が営業運転を開始しました。 

他方で、米国内ではシェールガスの開発が進み、天然ガスの価格が下落していることもあり、経済性の観点から、原子力
発電所の閉鎖も発表されています。2014年から2023年までの10年間では、計9基が閉鎖されました。新設についても、費用の
大幅な増加に伴い、ボーグル3、4号機及びV.C.サマー2、3号機の建設工事を請け負うウエスチングハウス社の米国連邦倒産
法に基づく再生手続の申立て（2017年3月）を受け、同年7月にV.C.サマー発電所の建設中止が決定されました。 

原子力発電所の閉鎖が相次ぐ状況に鑑み、温室効果ガスの削減や雇用等の地元経済への影響の観点から、複数の州で原子
力発電所の運転継続を支援する制度が導入されています。2016年8月にはニューヨーク州で、原子力発電所に対する補助金プ
ログラムを盛り込んだ包括的な地球温暖化防止策である「クリーン･エネルギー基準」が承認され、同年12月にはイリノイ州
で、州内の原子力発電所に対する財政支援措置を盛り込んだ法律が成立しました。その後も、2017年10月にはコネチカット
州で、2018年5月にはニュージャージー州で、2019年7月にはオハイオ州で、それぞれ同様の法律が成立しています。2021年
9月には、イリノイ州で新たな低炭素電源支援法が成立したことにより、経済的な問題から閉鎖が予告されていたバイロン1、
2号機とドレスデン2、3号機の運転が継続されることとなりました。2022年9月にはカリフォルニア州で、閉鎖が決定されて
いたディアブロキャニオン1、2号機の運転期間延長を支援する法律が成立しました。 

また米国では、DOEが2015年より実施している「原子力の技術革新を加速するゲートウェイプログラム」や、2020年5月に
立ち上げられた「革新炉実証プログラム（ARDP）」を中心に、政府が革新炉の開発支援を積極的に行っています。米国議会
でも、革新炉開発を促進するための立法活動が進められており、2018年9月には「原子力イノベーション能力法」が、2019年
1月には「原子力イノベーション改新法」が成立しました。2021年11月に成立した「インフラ雇用投資法」では、革新炉実証
プログラムへの予算支援の承認とともに、経済的に困難な既設炉へのクレジット付与が盛り込まれ、2022年8月に成立した
「インフレ削減法」では、既設炉及び新規革新炉に対する生産税額控除及び新規革新炉に対する投資税額控除が盛り込まれ
ました。 

 

（イ）欧州 

（ⅰ）英国 

英国は、2007年7月に、新しいエネルギー白書を発表し、この中で原子力発電所の新規建設に向けた政策支援を行う方針を
表明しました。2011年7月には、英国下院において、8か所の新設候補サイトが示された原子力に関する国家政策声明書が承
認されました。2013年12月に成立した「エネルギー法」では、原子力発電への適用を含んだ差額決済方式を用いた低炭素発
電電力の固定価格買取制度（FIT-CfD55）を実施することが規定されました。このFIT-CfDは、ヒンクリー･ポイントC発電所の
新設計画に適用されることとなりました。また、2015年10月には、フランス電力（以下「EDF」という。）と中国広核集団有
限公司（以下「CGN」という。）との間で、ヒンクリー･ポイントC発電所の新設計画に対して、EDFが66.5%、CGNが33.5%を出
資することで合意に至ったと発表され、2017年3月には、原子炉建屋外施設へのコンクリート打設が開始されました。また、
EDFは2018年11月に、サイズウェルC発電所の2021年末の建設開始を目指すと発表しましたが、2024年3月時点では未着工とな
っています。2024年3月時点では、ヒンクリー・ポイントC発電所とサイズウェルC発電所の他に、英国内ではEDFとCGNによる
ブラッドウェルB発電所の新設計画が進められています。 

また、英国は2017年11月に「Industrial Strategy」を、2018年6月には「Nuclear Sector Deal」を公表しました。これら
の中では、先進的モジュール炉の研究開発、新設、廃炉コストの削減、将来の原子力輸出等への支援策が示され、英国内の
民生用原子力産業に対し、総額2億ポンドを投じるとされています。その後、2020年11月には「グリーン産業革命に向けた10
ポイント計画（10 Point Plan）」を発表し、原子力の分野では、大型原子炉や小型モジュール炉、先進的モジュール炉に対
し、最大3.85億ポンドを投資する方針を示しました。2022年9月には、「先進的モジュール炉研究開発・実証プログラム」の
予備調査を行う実施事業者として、JAEAが参加するチームを採択しました。 

2021年10月には、「Net Zero Strategy: Build Back Greener」が公表され、新たに1.2億ポンドの「未来の原子力実現基
金」を新設することが発表されました。同月には、原子力発電所の新設に対する新たな支援制度として、規制資産ベース（RAB）

 
55 FIT-CfD：Feed-in Tariff with Contracts for Differenceの略。 
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モデルの導入も発表されました。RABモデルとは、設備に対する投資コストに見合った適切なリターンを規制機関が評価し、
利用料を通じてそれを消費者から回収することを認める仕組みです。従来の支援制度と比較して、事業の不確実性が低減さ
れるとともに、最終的な消費者負担も軽くすることができると期待されており、このRABモデルはサイズウェルC発電所に適
用される予定となっています。2022年4月には、「British Energy Security Strategy」が公表され、2030年までに最大8基の
原子炉を新設し、2050年までに電力需要の最大25%を原子力で賄うという目標が示されました。また、同戦略で発表された新
設支援のための組織である「大英原子力推進機関」については、2023年7月に設立されました。 

 

（ⅱ）フランス 

フランスは、米国に次ぐ世界第2位の原子力発電規模を有しています。発電設備が国内需要を上回っているという状況か
ら、1990年代前半以降、原子力発電所の新規建設は行われてきませんでした。しかし、2005年7月に制定された「エネルギー
政策指針法」において、2015年頃までに既存原子力発電所の代替となる新規原子力発電所の利用を可能とするため、原子力
発電オプションの維持が明記されたこともあり、EDFは2006年5月に、新たな原子力発電所としてフラマンビル3号機の建設を
決定しました。その後、2007年12月に着工しましたが、この建設には大幅な遅延が生じており、2024年3月時点でも運転を開
始していません。 

2011年3月の東京電力福島第一原子力発電所事故後も、フランスは原子力政策堅持の姿勢を崩しませんでしたが、2015年8
月に、オランド大統領率いる社会党政権が、原子力発電による発電割合を2025年までに50%（2015年時点では76%）まで引き
下げ、発電容量についても現行の容量（63.2GW）を上限とすることを規定した「グリーン成長のためのエネルギー転換法」
を成立させました。2025年までに原子力の割合を50%まで引き下げるという目標については、送電系統運用者のRTEから、計
画どおり実施した場合、2020年以降の電力供給の不足やCO2の排出削減目標の未達が生じるとの懸念が示され、2017年5月に
就任したマクロン大統領政権下の閣僚からも、非現実的であるとの見解が示されました。その結果、2017年11月に、原子力
の割合を50%に引き下げる目標年次の延期が決定され、2019年11月には、2035年までに原子力の割合を50%まで引き下げると
いう内容を盛り込んだ「エネルギー･気候法」が公布されました。しかし、2015年に成立した「グリーン成長のためのエネル
ギー転換法」の規定により、新たな原子力発電所を完成させる前に古い原子力発電所を閉鎖しなければならなくなったこと
もあり、2020年にフェッセンハイム1、2号機が早期閉鎖されました。 

2021年2月、規制当局であるASNは、運転開始から40年を迎える90万kW級原子炉について、EDFが計画している安全性向上策
とASNが要求する追加措置の実施を条件に、50年運転を認める決定を発表しました。これは、1978から1987年に営業運転を開
始した32基が対象とされています。フランスでは、規制による運転年数の制限は特に設けられておらず、10年ごとに実施さ
れる各原子炉の定期安全レビューにおいて合格した場合に、その後の10年間の運転許可が付与されることとなっています。
この決定により、90万kW級原子炉の全般的評価フェーズが完了し、今後は順次個別レビューが行われ、2031年までには全て
の定期安全レビューが完了する予定です。 

また、2022年2月にマクロン大統領は、排出削減目標の達成のため、全ての既設炉の運転期間を延長するとともに、6基の
EPR2（改良型の欧州加圧水型原子炉）の新設に着手し、さらに最大で8基の新設の可能性に関する調査を開始する方針を示し
ました。この方針に従い、2023年6月には新たな法律が制定され、既設炉の近傍での新規建設に係る手続が短縮されたことに
加え、2035年までに原子力の割合を50%まで引き下げる目標や発電容量の上限を63.2GWとする規定が撤廃されました。また、
2023年6月には、気候変動対策やエネルギー安全保障に係る施策を政府主導で進めていくことを目的として、EDFが完全国有
化されています。 

 

（ⅲ）ドイツ 

ドイツでは、2002年2月に成立した改正原子力法に基づき、当時運転中であった19基の原子炉を2020年頃までに全廃する予
定としていましたが、2009年9月の連邦議会総選挙においてこの「脱原子力政策」が見直され、2010年9月には、原子力発電
所の運転延長を認める法案が閣議決定されました。しかし、東京電力福島第一原子力発電所事故直後の2011年3月27日に行わ
れた州議会選挙で、脱原子力発電を公約とした緑の党が躍進したことや、大都市で原子力発電所の運転停止を求めるデモが
相次いだこと等により、同年4月には、連立政権も脱原子力を推進する立場へと転換しました。2011年時点では、ドイツ国内
に17基の原子炉がありましたが、それらを段階的に廃止し、再エネとエネルギー効率の改善により代替していくための法律
が、同年8月から施行されました。これにより、8基の原子炉が即時閉鎖となりました。また、残りの9基の原子炉についても
2022年までに順次閉鎖されることになり、2015年から2021年にかけて6基の原子炉が閉鎖となりました。これにより、ドイツ
で運転中の原子力発電所は3基のみとなり、これらも2022年末に廃止される予定でしたが、2022年10月にドイツ政府は、先立
って実施した電力供給と系統運用の安定性に関するストレステストの結果を踏まえ、この3基を最長で2023年4月15日まで稼
働させる方針を示しました。そして同日に、残っていた3基が全て閉鎖され、これにより、ドイツにおける脱原子力が完了し
ました。 
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（ⅳ）その他の欧州 

その他の欧州では、スペイン、スウェーデン、ベルギー、チェコ、スイス、フィンランド、ブルガリア、ハンガリー、ス
ロバキア、ルーマニア、オランダ等において、原子力発電所が運転中です。 

スウェーデンでは、1980年の国民投票の結果を踏まえて、原子力発電所を段階的に廃止していくこととなり、1997年には、
新設の禁止を定めた原子力法が制定されました。しかしその後、廃止の方針を見直す機運が高まり、2010年6月には新設禁止
を定めた原子力法を改正し、当時運転中であった10基に限り、既設サイトでのリプレースを可能とする法案が議会で可決さ
れました。その後、2012年7月には、電気事業者よりリプレースのための調査を行うとの発表があり、規制当局に対してリプ
レース計画が申請されました。他方で、2019年及び2020年には、経済性の悪化を理由にリングハルス2号機及び1号機が閉鎖
されました。その後、2022年10月に発足したクリステション首相率いる新政権は、原子力発電所の新規建設や、閉鎖したリ
ングハルス原子力発電所の再稼働を推進する方針を示しました。この方針に基づき、2023年11月には、既存サイト以外での
原子炉の新設を禁止する規定及び運転中の原子炉数を10基までに制限する規定を撤廃する法案が議会で可決されました。さ
らに、同年11月には、2035年までに大型炉2基分、2045年までに最大で大型炉10基分の新設を目指すロードマップも公表され
ました。 

ベルギーでは、2003年1月に脱原子力発電法が成立しました。これに基づき、国内にある7基の原子炉は、建設から40年を
経たものから順次閉鎖される予定となりました。2012年7月、ベルギー政府はこの方針を踏襲し、ドール1、2号機を2015年に
廃炉にすることを決定した一方で、国内最古の原子力発電所の1つであるチアンジュ1号機については、10年間の運転延長
（2025年まで運転）を決定しました。しかし、2014年10月に発足した新政権は、ドール1、2号機についても運転延長を認め
る方針を表明しました。その後、2018年3月に発表されたエネルギー戦略では、2025年までに全ての原子力発電所を停止する
こととなっていましたが、2022年3月には、ドール4号機とチアンジュ3号機の運転を10年間延長することを決定しました。他
方で、同年9月にはドール3号機が、2023年1月にチアンジュ2号機が、40年の運転を経て閉鎖しました。 

チェコでは、2015年5月に、2040年における原子力の割合を約49%にまで高める目標を掲げました。2019年11月には、ドコ
バニ原子力発電所における新規原子炉を2036年までに完成させる方針が示され、2021年3月には、規制当局がドコバニ原子力
発電所の2基増設に対する立地許可を発行しました。2024年3月時点では、ドコバニ原子力発電所とテメリン原子力発電所に
おける最大4基の増設に係る入札が行われています。フランスのEDFと韓国水力・原子力会社（KHNP）に対して入札資格が与
えられており、同年6月末までに建設企業が確定する予定となっています。 

フィンランドでは、同国5基目の原子炉となるオルキルオト3号機の建設が2005年12月から行われ、工期が長引いたものの、
2022年3月から電力供給を開始しています。また、2010年7月には、電力事業者であるTVOとフェンノボイマの新規建設（各1
基）を議会が承認しました。フェンノボイマは、2012年1月にピュハヨキ（ハンヒキビ）1号機の建設に係る入札を行い、2013
年12月に建設事業者としてロシアのロスアトムが選ばれました。しかし2022年5月に、フェンノボイマは、ロスアトムの作業
の遅れやロシアによるウクライナ侵略等を理由に、ロスアトムとの契約を破棄しました。なお、運転中の原子力発電所につ
いては、オルキルオト1、2号機が2038年末まで、ロビーサ1、2号機が2050年末までの運転延長を承認されています。 

他にも、原子力発電を導入していないポーランドでは、気候変動対策やエネルギー安全保障等の観点から、原子力発電所
の新規導入が検討されています。2020年10月に閣議決定された「原子力発電プログラム」や、2021年2月に閣議決定された
「2040年までのエネルギー政策」では、2033年に初号機の運転を開始し、2043年までに計6基の原子力発電所を建設する目標
が示されました。初号機には米国のウエスチングハウスの加圧水型原子炉（AP1000）が選定されており、2023年7月には、建
設計画に対して「原則決定」が発給されました。 

 

（ウ）アジア地域 

（ⅰ）中国 

中国では、2014年11月に公表された「エネルギー発展戦略行動計画2014-2020」において、2020年の原子力発電設備容量を
5,800万kWへと拡大させる目標が示されました。その後、2018年に新たに7基が営業運転を開始したことにより、世界第3位の
原子力発電大国となりました。また、2019年から2023年までの期間には、中国が開発を進めてきた第3世代原子炉「華龍一号」
を含む10基が営業運転を開始しており、さらに、2024年3月時点で、同じく中国製の第3世代原子炉「CAP1000」を含む23基の
建設が進められています。直近では、2022年3月に公表された「第14次5か年エネルギーシステム計画」において、2025年の
原子力発電設備容量を7,000万kWとする目標が示されました。 

 

（ⅱ）台湾 

台湾では、2005年の「全国エネルギー会議」において、既存の3か所のサイトでの原子力発電の運転と、龍門原子力発電所



97 

の建設プロジェクトの継続が確認されましたが、その後は原子力発電所の新規建設は行わず、既設炉を40年間運転させた後、
2018年から2024年の間に廃炉にするとの方針が示されました。東京電力福島第一原子力発電所事故後の2011年11月に明らか
にされた原子力政策の方向性でも、その方針に変更はありませんでした。 

しかし、2014年4月、野党や住民による原子力発電への反対の声が高まったことを受け、台湾当局は、龍門原子力発電所の
建設を凍結し、当該原子力発電所の稼働の可否については、必ず公民投票を通じて決定しなければならないこととなりまし
た。さらに2017年1月には、2025年までに全ての原子力発電所の運転を停止することを含んだ電気事業法の改正案が可決され
ました。しかし、同年8月には台湾各地で大規模な停電が発生し、産業界が安定的な電力供給を求めて、エネルギー政策の見
直しを当局に要請しました。2018年11月には、国民投票の結果を受け、「2025年までに全ての原子力発電所の運転を停止す
る」との条文が削除されました。一方で、2018年から2023年にかけて計4基が廃止されました。また、2021年12月には、凍結
されている龍門原子力発電所の建設の再開是非を問う公民投票が実施されましたが、これは反対多数で否決されました。 

 
（ⅲ）韓国 
韓国は、2014年1月に、「第2次国家エネルギー基本計画」を閣議決定し、2035年の原子力発電の割合を29%とすることを決

定しました。 
しかし、2017年5月に発足した文政権は、「脱原子力政策」への転換を宣言し、同年10月には、原子力発電所の段階的削減

と再エネの拡大を中心とするエネルギー転換政策のロードマップを閣議決定しました。このロードマップにおいて、既に建
設許可が下りていたセウル3、4号機（新古里5、6号機）については、建設準備作業を再開するとした一方で、これら2基以降
の新設原子力発電所の建設計画については全面白紙化し、原子力発電所の運転期間の延長も認めない方針が示されました。
同年12月には、このロードマップに沿った「第8次電力需給基本計画」が閣議決定され、段階的に原子力を縮小し、2030年の
発電電力量に対する原子力の割合を23.9%まで減らすこととしました。この方針に基づき、2018年6月には、既設炉1基の早期
閉鎖と4基の建設計画の中止が決定されました。また、2020年12月に発表された「第9次電力需給基本計画」では、2034年の
発電設備容量に対する原子力の割合を10.1%まで減らす方針が示されました。 
しかし、2022年5月に発足した尹政権は、これまでの脱原子力政策を撤回し、原子力を推進する立場へと転換しました。

2023年1月には「第10次電力需給基本計画」を発表し、2030年の発電電力量に対する原子力の割合を30%以上に高めることや、
中止が決定していた新ハンウル3、4号機の建設を再開すること等を表明しました。 

 

（ⅳ）インド 

インドでは、電力需要が増加する中、原子力に対する期待が高まっています。2005年7月、インドと米国の両政府は、民生
用原子力協力に関する合意に至り、2007年7月には両国間の民生用原子力協力に関する二国間協定交渉が実質合意に至りま
した。この協定は、原子力供給国グループ（NSG: Nuclear Suppliers Group）におけるインドへの原子力協力の例外化（イ
ンドによる核実験モラトリアム等の「約束と行動」を前提に、核兵器不拡散条約非締約国のインドと例外的に原子力協力を
行うこと）の決定や、IAEAによる保障措置協定の承認、両国議会による承認等を経て、2008年10月に発効しました。この原
子力供給国グループにおける例外化の決定以降、インドは米国とだけでなく、ロシア、フランス、カザフスタン、ナミビア、
アルゼンチン、カナダ、英国、韓国といった国々とも民生分野で原子力協力協定を締結しています。2017年7月には、日印原
子力協定が発効しました。 

電力の需給ひっ迫が続くインドでは、東京電力福島第一原子力発電所事故以降も、原子力発電の利用を拡大する方針に変
化はなく、2023年5月に発表された「国家電力計画2022-2032 では、2032年までに原子力発電設備容量を1,968万kWへの拡大
させる見通しを示しました。 

 

（エ）ロシア 

ロシアでは、1986年のチョルノービリ原子力発電所（現在のウクライナに所在）事故以降、原子力発電所の新規建設が途
絶えていましたが、近年は積極的に推進するようになっています。 

2007年にロシア政府は、連邦原子力庁であったロスアトムを国営公社へと再編し、ロスアトムがロシアにおける原子力の
平和利用と軍事利用を一体的に運営することになりました。この結果、ウラン探鉱･採掘、燃料加工、発電、国内外での原子
炉建設等、民生用の原子力利用に関して国が経営権を握っていたアトムエネルゴプロムも、ロスアトムの傘下に入ることと
なりました。 

2009年11月にロシア政府が承認した「2030年までを対象期間とする長期エネルギー戦略」では、総発電量に占める原子力
の割合を、2008年の16%弱から、2030年には20%近くまで引き上げること等が掲げられました。2019年10月には、「2035年ま
でのロシア連邦のエネルギー戦略」を公表し、2035年の原子力による発電電力量が、低位ケースで227TWh、高位ケースで
245TWh（2019年時点では209TWh）まで増加するという見通しを示しました。同年12月には、ロシアの浮体式原子力発電所が
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ン･ウラン/年、操業開始:1994年）再処理工場をセラフィールドに有していましたが、2018年11月に操業を終了しました。 

 

（エ）プルサーマル 

使用済燃料から再処理によって分離されたプルトニウムをウランと混ぜた混合酸化物燃料である「MOX燃料」の使用につい
ては、海外で既に相当数の実績があります。1970年代から2021年末までに、フランスやドイツ、スイス、ベルギー等の9か国
の約50基の発電プラントにおいて、MOX燃料約6,300体が使用されました。例えば、フランスでは3,500体、ドイツでは2,474
体のMOX燃料が軽水炉で利用されました（2021年末現在60）。また、軽水炉用のMOX燃料加工施設は、フランスで稼働していま
す。 

 

（オ）高レベル放射性廃棄物の処分 

高レベル放射性廃棄物の処分については、各国の政策により、使用済燃料を直接処分する国と、使用済燃料の再処理を実
施してガラス固化体として処分する国があります。高レベル放射性廃棄物の処分方法を決定している国では、全て地層処分
を行う方針が採られており、処分の実施主体の設立、処分のための資金確保等の法制度が整備されるとともに、処分地の選
定、必要な研究開発等が積極的に進められてきました（第222-2-8）。 

 

【第222-2-8】高レベル放射性廃棄物処分に関する各国の状況 

 

（注1） ネバダ州のユッカマウンテンは安全審査段階だが、現在は安全審査が中断している状況。 

（注2） 2001年5月に処分地として決定。2016年12月に処分場の建設を開始。2021年12月に操業許可を申請。 

（注3） 2009年6月に処分地として決定。2022年1月に政府が事業許可を発給。 

（注4） ビュール地下研究所近傍において法律に基づいた検討プロセスが進んでおり、2023年1月に設置許可を申請。 

（注5） 処分場のサイト選定は、原子力令に従って策定された特別計画に基づき、3段階で進められている。その第1段階として、2011年11月に、高レベル

放射性廃棄物の処分場の「地質学的候補エリア」3か所が選定された。その後、第2段階として、「地質学的候補エリア」の検討が行われ、2018年11月に、

「ジュラ東部」、「チューリッヒ北東部」、「北部レゲレン」が、第3段階に進む候補エリアに決定された。第3段階として、放射性廃棄物管理共同組合（NAGRA）

は各候補エリアにおいてボーリング調査等を実施し、2022年9月に、「北部レイゲン」を処分場サイトとして政府に提案した。2024年に概要承認申請が実施

される予定。 

（注6） カンブリア州と、カンブリア州内の2市がサイト選定プロセスへの関心表明を行っていたが、2013年1月にカンブリア州議会がプロセスからの撤退

を議決した。2市の議会についてはプロセスへの継続参加に賛成していたが、州と市の両方の合意を必要としていたため、1州2市はプロセスから撤退する

こととなった。その後、2014年7月に、英国政府は地層処分施設の新たなサイト選定プロセス等を示し、2018年からは新しいサイト選定プロセスを実施し

ている。2020年11月以降、カンブリア州のコープランド市とアラデール市、リンカンシャー州の計3自治体が、調査エリアの特定に向けたワーキンググル

ープを設置しており、そのうち、コープランド市の2地域、アラデール市、リンカンシャー州の計4地域において、コミュニティーパートナーシップが設置

された。 

（注7） 施設の操業計画によっては再処理しない使用済燃料が残る可能性があり、それらを地層処分する可能性も考慮している。 

資料:資源エネルギー庁「諸外国における高レベル放射性廃棄物の処分について（2023年版）」（2023年2月）を基に作成 

 
（ⅰ）米国 

1987年の放射性廃棄物政策修正法により、ネバダ州のユッカマウンテンが唯一の処分候補地として選定されました。その
後、処分場に適しているかどうかを判断するための調査を経て、2002年に、DOEがユッカマウンテンを処分サイトとして大統
領に推薦しました。その後、大統領はこれを承認し、連邦議会に推薦しました。ネバダ州知事が連邦議会に不承認通知を提

 
60 日本原子力産業協会「世界の原子力発電開発の動向2022年度版」より。 

国 名 廃棄物形態 処分実施主体 処分予定地 処分開始予定

使用済燃料

ガラス固化体

ポシヴァ社

（POSIVA）1995年設立

スウェーデン核燃料・廃棄物管理会社

（SKB）1984年設立

放射性廃棄物管理機関

（ANDRA）1979年設立

ガラス固化体 放射性廃棄物管理共同組合

使用済燃料 （NAGRA）1972年設立

原子力廃止措置機関(NDA)/
ニュークリアウェイストサービス（NWS）
1995年設立

ス イ ス 未定(注5) 2060年頃

スウェーデン 使用済燃料 フォルスマルク(注3) 2030年代

フランス ガラス固化体 未定(注4)
2035～

2040年頃

米 国 連邦エネルギー省（DOE）（検討中） ユッカマウンテン(注1) 2048年

フィンランド 使用済燃料 オルキルオト(注2) 2020年代

ガラス固化体
使用済燃料(注7)

英国 未定(注6) ～2045年
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出しましたが、同年に法律として成立し、ユッカマウンテンが処分地として選定されました。2008年6月には、DOEが、2020
年の処分場の操業開始を目途とし、処分場の建設認可のための許認可申請書をNRCへ提出しました。 

その後、2009年に発足したオバマ政権は、この計画を中止し、高レベル放射性廃棄物処分に関する代替策を検討する方針
を示しました。これに伴い、NRCは2011年9月に、ユッカマウンテン処分場の建設認可に係る許認可申請書の審査手続の一時
停止を決定しました。しかし、2013年8月に、連邦控訴裁判所がNRCに対して許認可申請書の審査を再開するよう命じたこと
を受け、NRCは審査を再開し、2015年1月までに安全評価報告書の全5分冊を公表しました。なお、2013年11月の連邦控訴裁判
所による判決を受け、2014年1月にDOEのエネルギー長官は、放射性廃棄物基金への拠出金額をゼロに変更する提案を連邦議
会に提出し、同年5月に本提案が有効となりました。 

また、DOEは、2010年1月に米国の原子力の将来に関するブルーリボン委員会を設置して代替策の検討を行いました。ブル
ーリボン委員会では、2012年1月に最終報告書が公表され、8つの勧告が示されました。2013年1月には、DOEが「使用済燃料
及び高レベル放射性廃棄物の管理･処分戦略」を公表し、ブルーリボン委員会の最終報告書で示された基本的な考え方に沿っ
た実施可能な枠組みが示されました。具体的には、2021年までにパイロット規模の使用済燃料の中間貯蔵施設の操業を開始
し、2025年までにより大規模な中間貯蔵施設を建設し、2048年までに処分場を操業開始できるように処分場のサイト選定と
サイト特性調査を進めるというものでした。 

2017年1月に発足したトランプ政権は、2018年会計年度、2019年会計年度、2020年会計年度について、ユッカマウンテンの
許認可手続の再開に必要となる予算を含めた予算教書を連邦議会に提出しましたが、計画再開のための予算はいずれも認め
られませんでした。また、2017年4月には、連邦議会下院でユッカマウンテン計画の維持を目的とする議論が開始される等、
放射性廃棄物管理政策に関連する取組は活発化しました。しかし、ユッカマウンテンに関連するネバダ州の反対で膠着状態
となったことから、2020年2月に、トランプ政権はユッカマウンテン計画を進めず、代替となる解決策を開発する方針を表明
しました。そして、2021年会計年度については、ユッカマウンテンの許認可手続の再開に必要となる予算を計上しませんで
した。2021年1月に発足したバイデン政権は、現在でも処分方針を示していませんが、オバマ政権時に示されたブルーリボン
委員会の勧告に基づき、同意に基づくサイト選定計画や中間貯蔵を進める方針としています。 

 
（ⅱ）フィンランド 

フィンランドでは、1983年よりサイト選定が開始され、1999年に、処分実施主体であるポシヴァがオルキルオトを処分予
定地として選定し、法律に基づく「原則決定」の申請書をフィンランド政府に提出しました。その後、2000年に地元が最終
処分地の受入れを承認したことを受け、フィンランド政府がオルキルオトを処分地とする原則決定を行い、2001年に国会が
それを承認しました。 

2012年12月、ポシヴァはフィンランド政府に対し、最終処分場の建設許可申請書を提出しました。放射線･原子力安全セ
ンターは、建設許可申請書に係る安全審査を行い、2015年2月に、キャニスタ封入施設及び地層処分場を安全に建設すること
ができるとする審査意見書を雇用経済省に提出しました。同年11月に、フィンランド政府はポシヴァに対して建設許可を発
給し、2016年12月にポシヴァは処分場の建設を開始しました。その後、2021年12月には、ポシヴァが処分場の操業許可をフ
ィンランド政府に対して申請しました。処分の開始は、操業許可の発給後、2020年代半ばの予定とされています。 

 
（ⅲ）スウェーデン 

スウェーデンでは、スウェーデン核燃料･廃棄物管理会社（以下「SKB」という。）が、1993年から公募及び申入れにより
8自治体を対象にフィージビリティ調査を行い、2000年11月には、サイト調査の対象として3自治体（エストハンマル自治体、
オスカーシャム自治体、ティーエルプ自治体）を選定しました。このうち、自治体議会からサイト調査の承認が得られたエ
ストハンマル自治体とオスカーシャム自治体で、ボーリング調査を含むサイト調査が行われました。その結果を受けて、2009
年6月にSKBは、地質条件を主たる理由として、エストハンマル自治体のフォルスマルクを最終処分場予定地として選定し、
2011年3月には、使用済燃料処分場の立地･建設の許可申請を行いました。この許可申請については、安全規制当局である放
射線安全機関が安全審査を行い、2018年1月に、SKBは地層処分を安全に実施できるという評価を下した上で、処分場建設を
許可するよう政府に勧告しました。また、環境法典に基づく使用済燃料の処分方法及び関連施設の立地選定に係る許可申請
に関する審理が土地･環境裁判所で実施され、SKBに対して、廃棄物の長期封じ込め能力に関する追加的な説明書の提出を要
求しました。また、環境法典では、政府による許可発給の判断の前に、地元自治体の受入れ意思を確認することが定められ
ていましたが、2020年10月、エストハンマル自治体議会は使用済燃料処分場の受入れ意思を議決しました。これを受け、ス
ウェーデン政府は、2022年1月に事業許可を発給しました。 

また、スウェーデンのオスカーシャム自治体には、使用済燃料の集中中間貯蔵施設である「CLAB」があり、SKBが1985年か
ら操業しています。SKBは、使用済燃料の処分に向けて新たに建設するキャニスタ封入施設をCLABに併設して、「CLINK」と
呼ぶ一体の施設にする計画を進めており、CLINKと使用済燃料処分場の申請書の安全審査が並行して行われています。なお、
SKBは2015年3月に、CLABにおける使用済燃料の貯蔵容量を、現行の8,000トンから11,000トンへ引き上げる追加の許可申請を
行い、2021年9月に引き上げが決定されています。 

 
（ⅳ）フランス 

フランスでは、1991年に「放射性廃棄物管理研究法」が制定され、地層処分、核種分離･変換、長期地上貯蔵の3つの高レ
ベル放射性廃棄物に関する管理方法の研究が、15年間を期限に実施されました。地層処分については、放射性廃棄物管理機
関（以下「ANDRA」という。）が、カロボ･オックスフォーディアン粘土層のあるビュールにおいて、2000年8月から立坑の掘
削を開始して地下研究所を建設し、研究を行いました。その後、法律に基づいて設置された国家評価委員会は、2006年に、
3つの管理方法に関する研究成果を総合的に評価しました。これらを基に、2006年6月には、可逆性のある地層処分の実施に
向けて、「放射性廃棄物等管理計画法」が制定されました。この中では、2015年に処分場の設置許可申請を行い、2025年に
処分場の操業を開始すること、設置許可申請は地下研究所による研究対象となった地層に限定することが定められました。
また、環境法典が改正され、ANDRAによる地層処分場の操業は、可逆性と安全性の立証を目的とする「パイロット操業フェー
ズ」から始めることとなりました。 



102 

その後、ANDRAは、ビュール地下研究所周辺の候補サイト区域をフランス政府に提案し、2010年3月のフランス政府の了承
を経て、同区域の詳細調査を実施しました。2013年5月から2014年2月にかけて、地層処分の設置に関する公開討論会及び市
民会議が実施され、これらの総括報告書及び市民会議の見解書が2014年2月に公開されました。この報告書等を受けて、ANDRA
は地層処分場プロジェクトの継続に関する方針を決定し、2014年5月には、今後のプロジェクト継続計画を公表しました。
2020年8月には、工事の許認可に必要となる地層処分場の設置に関する公益宣言が申請され、2022年7月に、フランス政府は
公益宣言を発出しました。その後、2023年1月には、ANDRAが地層処分場の設置許可申請を行いました。 
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2.ガス事業 

欧米におけるガス事業の状況を見ると、かつて欧州では、上流のガス生産･輸入から、国内でのガス輸送･配給、販売まで
を、国営企業が一元的に行うケースが主流でしたが、1980年代からは、英国等において、国営企業の民営化やガス市場の自
由化が進められました。その後、1998年の「第一次EUガス指令」、2003年の「第二次EUガス指令」、2009年7月の「第三次エ
ネルギーパッケージ」によって、EU全体でガス市場の自由化が進められ、現在では、小売市場の全面自由化や輸送部門の所
有権分離もしくは機能分離が実施されています。米国では、特に1985年以降、連邦規制により州をまたぐパイプラインの第
三者利用、ガスの輸送機能・販売機能の分離が進められました。また、州レベルにおいても、家庭用も含めた自由化の拡大
及びガス配給会社（LDC）による託送サービスの提供を制度化する州が登場しており、2022年末時点では、計23州において自
由化を実施済です。自由化プログラムに参加した需要家数は、有資格者全体の18%となっています71。 

2021年における主要国の都市ガスの消費量を比較すると、米国では30,187PJ、ドイツでは3,695PJ、英国では2,897PJ、イ
タリアは2,834PJで、日本は1,723PJでした。 

パイプラインについては、2021年時点で、米国の輸送パイプラインの総延長が485千km、配給用パイプラインの総延長が
2,158千kmとなりました。欧州諸国では、輸送パイプラインと配給パイプラインの総延長の合計が、ドイツでは596千km、英
国では292千kmとなりました。日本では、電気事業者や国産天然ガス事業者等によって整備されている輸送パイプラインの総
延長が3千km、一般ガス導管事業者によって整備されている配給パイプラインの総延長が268千kmとなりました（第223-2-1）。 

 

【第223-2-1】世界の都市ガス消費量、パイプライン延長（2021年） 

 

資料：日本ガス協会「ガス事業便覧 2023年版」を基に作成 

 
3.熱供給 

熱供給は、一般的に「地域冷暖房」とも呼ばれていますが、その始まりは19世紀にまで遡ります。オイルショック以降は、
特に欧州において飛躍的に発展しました。熱源として、化石エネルギーだけでなく、再エネや廃棄物、工場排熱等が利用で
きることに加え、熱電併給72も適用できることから、石油依存度の低減やエネルギー自給率の向上、環境保護といった観点か
ら、有効性が注目されてきました。 

熱供給の主たる燃料は国によって様々です。英国では天然ガスが約9割を占めていますが、北欧諸国では、再エネや廃棄物
の利用割合が比較的高いという特徴があり、例えばスウェーデンでは、熱供給に占めるバイオマスや廃棄物の利用割合が約
8割73となっています。 

地域単位で空調用の熱をまとめて製造･供給する地域熱供給設備は、広大な寒冷地を抱えており、暖房需要の大きい中国等
で大規模に普及しています。他にも、北欧や中東欧、韓国等においても普及が進んでいます。熱を伝えるための導管ネット
ワークの長さで比較すると、こうした国々の導管ネットワークの長さは、いずれも日本と比べてはるかに大きな値となって
いることがわかります（第223-3-1）。 

 

 
71 EIA「Natural Gas Annual 2022」より推計。 
72 コージェネレーション、CHP（Combined Heat and Power）とも呼ばれています。 
73 IEA「World Energy Balances 2023 Edition」より推計。 

輸送（千km） 配給（千km）

米国 30,187 485 2,158

ドイツ 3,695 42 554

英国 2,897 8 284

イタリア 2,834 35 262

日本 1,723 3 268

フランス 1,708 39 200

豪州 1,109 30 91

韓国 1,064 5 50

台湾 978 3 25

国名
パイプライン延長都市ガス消費量

（PJ）
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【第223-3-1】世界の地域熱供給の状況（2019年） 

  

（注1） 「MWth」はMega Watts thermalの略で、熱源容量のこと。 

（注2） 「*」は2015年の値、「**」は2013年の値、「-」はデータなし。 

資料:Euroheat & Power「District Heating and Cooling: Country by Country」各年版を基に作成 

  

国名

中国 462,595 ** 888,064 ** 178,136 **

ドイツ 49,475 75,119 21,610

ポーランド 54,912 60,818 21,085

韓国 29,961 ** 47,821 **

スウェーデン 49,686

フィンランド 23,390 33,140 14,920

デンマーク 30,391 30,800

フランス 24,707 25,078 5,397

チェコ共和国 24,972 7,517

オーストリア 11,200 21,015 5,488

スロバキア 15,793 ** 13,800 * 1,400 *

ルーマニア 9,962 *

イタリア 8,727 9,073 4,377

アイスランド 2,290 ** 8,079

オランダ 5,850 ** 7,249 ** 4,000 **

リトアニア 8,645 7,609 2,592

エストニア 5,406 ** 6,394 ** 1,450 **

日本 4,241 ** 6,361 ** 672 **

ラトビア 2,254 7,034

スイス 2,792 * 5,081 * 1,468 *

ノルウェー 3,400 5,568 1,905

クロアチア 2,221 2,684 436

スロベニア 1,739 2,132 893

-

- -

-

-

-

設備容量

（MWth
※

）

年間熱供給量
(GWh)

導管ネットワーク
(km)

- -

-
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（注） 米国の灯油価格はデータなし。 

資料:IEA「Oil Market Report（2024年3月号）」を基に作成 
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4.LNG輸入価格の国際比較 

世界の天然ガス・LNGの主要市場は、石油と同じく北米・欧州・アジアの3つですが、その価格決定方式は各市場で異なっ
ており、石油のように指標となるガス価格がこれらの市場全てに存在しているわけではありません。アジアにおけるLNG輸入
価格は、7～8割がJCC（Japan Crude Cocktail）と呼ばれる日本向け原油の平均CIF価格にリンクしています。一方、大陸欧
州でのパイプラインガスの価格やLNG輸入価格は、各国の天然ガスの需給動向によって決定されることが主流となっていま
す。ガス市場の自由化が進んでいる米国や英国では、それぞれHH（Henry Hub）やNBP（National Balancing Point）といっ
た国内の天然ガス取引地点での需給によって、価格が決定されています（第224-4-1）。 

 

【第224-4-1】LNG輸入価格の国際比較（2022年平均） 

 

資料:各国貿易統計等を基に作成 
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